
は じ め に

平成29（2017）年に小学校学習指導要領と中学校学習指導要領が、平
成30（2018）年に高等学校学習指導要領が告示されたが、そこでは特に
以下に示す３つのことが重要な点である。
第１は、育成を目指す資質・能力の明確化である。知徳体にわたる

「生きる力」を児童生徒に育むために、「何のために学ぶのか」という各
教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の
改善を引き出していくことができるように、すべての教科等の目標や内
容を「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、
人間性等」の３つの柱で再整理していることである。
第２は、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推
進である。これは、アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善で
あり、我が国の優れた教育実践に見られる普遍的な視点を学習指導要領
に明確な形で規定したものである。
第３は、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの推進である。
児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現
に必要な教育の内容等と教科等を横断的な視点で組み立てていくこと、
教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の
実施に必要な人的または物的な体制を確保するとともにその改善を図っ
ていくことなどを通して、教育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校
の教育活動の質の向上を図っていくことである。
これらのことを踏まえて、小・中学校の総合的な学習の時間において
は、探究的な学習の過程を一層重視し、各教科等で育成する資質・能力
を相互に関連付け、実社会・実生活において活用できるものとするとと
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もに、各教科等を越えた学習の基盤となる資質・能力を育成することと
され、目標の改善をはじめ、学習内容・学習指導の改善・充実が示され
た。
高等学校においては名称を「総合的な探究の時間」に変更し、小・中
学校における総合的な学習の時間の取り組みを基盤とした上で、各教
科・科目等の特質に応じた「見方・考え方」を総合的・統合的に働かせ
ることに加え、自己の在り方生き方に照らし、自己のキャリア形成の方
向性と関連付けながら、「見方・考え方」を組み合わせて統合させ、働
かせながら、自ら問いを見いだし、探究する力を育成することとされ、
目標の改善をはじめ、学習内容、学習指導の改善・充実が示された。
本書は、新しい学習指導要領に描かれた「総合的な学習の時間」及び

「総合的な探究の時間」の趣旨を踏まえて、わかりやすく、活用しやす
いようにまとめられたものである。
本書が、各学校の先生方をはじめ、大学、大学院において教師を目指
す学生の皆さんに活用されることを期待している。

令和３年４月
森山　賢一
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最新総合的な学習（探究）の時間
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１　総合的な学習の時間の目標の構成と趣旨

（１）総合的な学習の時間の目標の構成

小学校学習指導要領「総合的な学習の時間」、ならびに中学校学習指
導要領「総合的な学習の時間」については、平成29（2017）年３月31日
に改訂され、令和２（2020）年度から全面的に実施されている。これま
で総合的な学習の時間は学校が地域や学校、児童生徒の実態等に応じて、
教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習とすることと同時に、探究的
な学習や協働的な学習とすることが重要であるとされてきた。
ここでは探究的な学習を実現するために「①課題の設定→②情報の収
集→③整理・分析→④まとめ・表現」の探究のプロセスを明示して、学
習活動を発展的に繰り返していくことが重視されてきた。その上で、課
題とさらなる期待として以下の２点が示された。
・総合的な学習の時間を通してどのような資質・能力を育成するのかと
いうことや、総合的な学習の時間と各教科等との関連を明らかにする
ということについては学校により差がある。
・探究のプロセスの中でも「整理・分析」「まとめ・表現」に対する取
り組みが十分ではないという課題がある。探究のプロセスを通じた一
人一人の資質・能力の向上をより一層意識することが求められる。
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これらのことを踏まえ、ねらいや育成を目指す資質・能力を明確にし、
その特質と目指すところが何かを端的に目標に示した。

この第１の「目標」は２つの要素で構成されている。
１つは、総合的な学習の時間に固有な見方・考え方を働かせて、横断
的・総合的な学習を行うことを通してよりよく課題を解決し自己の生き
方を考えていくための資質・能力を育成するといった、まさに総合的な
学習の時間の特質を踏まえた学習過程の在り方である。
いま１つは、総合的な学習の時間を通して育成することを目指す資

質・能力として示されている（1）、（2）、（3）である。育成することを目
指す資質・能力としては他の教科等と同様に、（1）では「知識及び技能」
が、（2）では「思考力、判断力、表現力等」が、さらに（3）では「学び
に向かう力、人間性等」が示されている。
このように、総合的な学習の時間の目標は「探究的な見方・考え方」
を働かせ、総合的・横断的な学習を行うことを通して、よりよく課題を
解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを
目指すものであることが明確化されている。
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第１　目標
探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを

通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。
（1）探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を
身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解す
るようにする。

（2）実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報
を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。

（3）探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを
生かしながら、積極的に社会に参画しようとする態度を養う。


